
 

 

  

 

 

施設名称： ṇ פּ  

住所：〒511-0912 三重県桑名市星見ヶ丘９丁目807  

サービス付き高齢者向け住宅マ・ファミーユわかば１階 

Ǚ 0594-32-0876    (受付時間 9:00～17:00)  

FAX：0594-32-0877 

      ※訪問看護ご利用者の緊急対応は２４時間受け付けております 

 

 
 

 

施設名称： ṇ פּ ךּ   

住所：〒511-0202 三重県いなべ市員弁町楚原868番地13  

Ǚ 0594-84-2011  (受付時間 9:00～17:00)  

FAX：0594-84-2012 

      ※訪問看護ご利用者の緊急対応は２４時間受け付けております 

 

 

運営会社：合同会社ベル 【平成19年～】 

代表社員：伊藤 清文（看護師） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の事業所： 

ḱ ṇ פּ   （事業所番号：2471400321） 

  三重県いなべ市員弁町楚原868-13  TEL：0594-84-2011 FAX:0594-84-2012 

ḱ ṇ פּ   （事業所番号：2470102159） 

  三重県桑名市星見ヶ丘９丁目807       TEL：0594-32-0876 FAX：0594-32-0877 

ḱ ṇ קּ וֹ  ḱ ṇ פּ  

   三重県桑名市星見ヶ丘９丁目807   TEL：0594-33-2733 FAX：0594-32-0877 

合同会社ベル 

事業所番号：2460190164 
事業所の情報 

訪問看護 わかば 検 索 

ご本人の自然治癒力を最大限に引き出す看護を提供します 

1. 在宅復帰促進  2. 清潔ケア  3. 服薬の援助 4. リハビリテーション 

わかばの理念 

 

 http://wakaba.hp4u.jp/ 

✉  ma.famille.wakaba@gmail.com 

 

S44 兵庫県姫路市出身 

趣味：自動車整備・登山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wakaba.hp4u.jp/


 

 

療養上のケア 

医療機器の管理 

認知症・精神疾患の看護 ご家族からの相談・サポート 

リハビリテーション 

 

・看護師： 25名 

・リハビリ:  6名（理学療法士：4名   作業療法士：１名  言語聴覚士：１名） 

・事務：     2名 

ủ医療保険の場合 

 訪問看護基本療養費＋訪問看護管理療養費の基本費用に加え、 

２４時間対応体制加算、重症者管理加算などが加わります。 

その他、早朝・深夜加算、緊急時訪問看護加算などがございます。 

 

算出された料金に対し、ご負担額は年齢などにより１～３割で変動します。 

  

ủ介護保険の場合 

 訪問看護Ⅰ2～Ⅰ4（看護）/ 訪問看護Ⅰ5（リハビリ）の基本単位に加え、 

特別管理加算や初回加算、早朝・深夜加算、緊急時訪問看護加算などがございます。 

 

 算出された単位をもとに、地域の加算を加えた数値の１割（2割）がご負担額です。 

ご本人のみならず、介護に携わるご家族への健

康上のアドバイスや相談、健康管理、精神的支援

にも努めます。 

輸液ポンプ、人工呼吸器、吸引器、吸入器等の管

理、使用上のアドバイスを行います。 

終末期のＱＯＬを維持し、苦痛緩和・精神的支

援・療養環境の整備によって、在宅での看取りの

看護を行います。 

専門の療法士が、軽度の方の介護予防から重度の方の廃用予防・呼吸ケアまで、幅広い

症状に対応させていただきます。 

認知症や精神疾患のある方の看護、生活リズム

の調整、事故防止のアドバイス、内服管理、社会

参加のための相談を行います。 

市町の公的サービスや、保険・医療・福祉等のサ

ービスについて、専門的な見地から利用可能な

制度の紹介を行います。 

在宅での看取りケア 

各種在宅サービスの相談 

※上記でも状況によってお伺いできない場合がございます 

 

２４時間訪問対応いたします 

通常の営業時間外や休日の急変に対して、緊急訪問看護を実施いたします 

※事前に「24時間対応体制加算」への同意が必要です。 

交通費について 

上記「訪問可能範囲」内であれば交通費無料です。  ※範囲外は片道1kmあたり30円 

ご遺体ケア（エンゼルケア） 

お１人12,000円にて承ります 

※平成29年8月現在 

 

その他 

スタッフ数 

訪問看護とは、訪問看護ステーションから看護師や療法士などの専門職が生活の場へ訪問し、

疾病や障害を持った方が住み慣れた地域やご家庭でその人らしく療養生活を送れるように支援

するサービスです。具体的には、以下のような内容があります。 

健康状態の観察、栄養管理の援助、排泄の援助、

入浴・清拭援助、床ずれ・創傷の処置、内服管

理、アドバイスなどを行います。 

疾病や障害があって看護の必要な方であればすべての年齢の方にご利用いただけますが、

主治医の診断により「訪問看護指示書」の交付を受けていただく必要がございます。 

 ただし、疾患や年齢により、「医療保険」を使うか「介護保険」を使うかが異なります。 

医療保険適応…40歳未満の方すべて 

40歳以上で「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する方 

 介護保険適応…40歳以上65歳未満で「介護保険第２号被保険者の特定疾病」に該当し、 

かつ「厚生労働大臣が認める疾病等」に該当しない方 

65歳以上で「厚生労働大臣が認める疾病等」に該当しない方 

   

 

訪問可能範囲 

訪問看護とは… 

対象となるのは… 

・いなべ市 ・桑名市 ・菰野町 

・東員町 ・朝日町 ・川越町 

訪問看護ステーションわかば 

利用料は… 

※原則として、介護保険が優先されます 

 


